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はじめに

本書は、関東経済産業局「令和７年度地域支援機関向け知財支援リ
レー人材育成プログラム」に参加した支援機関の取組等を事例集として編
集したものです。
昨年度から今年度にかけて関東経済産業局で地域支援機関向けに実

施してきたリレー人材の育成について、参加いただいた支援機関の皆様から、
プログラム内容の感想や受講後のアクション・意識の変化等について、お聞き
した事を中心に掲載しています。
第１章では、支援機関職員がリレー人材としてアクションすることで得られる
メリットを記載しています。また、第２章では令和６年度にプログラムへ参加
し、リレー人材として活躍する支援機関職員の現在をインタビュー記事形式
で掲載しています。さらに、第３章では今回プログラムに参加した支援機関の
事例を紹介しています。
昨今、中小企業の皆様が抱える課題は多様化してきており、それに伴って
支援機関の求められる役割も大きくなってきています。このような環境の中で、
支援機関の皆様が多様な課題を発掘し、その解決策を提案できるようにな
ることが地域企業の成長にとって重要です。また、そうした提案ができるように
なることで、支援機関は地域企業からさらに選ばれる存在となることを期待で
きます。
本ガイドブックでは、このような環境変化を認識し、さらに身につけるべき視
点として「知的財産」に注目し、リレー人材育成プログラムに参加した支援機
関の事例を掲載しています。本書を読み進めると、事例として掲載されている
支援機関のほとんどが、最初は知的財産に対して苦手意識をもっていたこと
がわかります。おそらく多くの支援機関が同様の印象を持っているかもしれませ
んが、一方で本プログラムに参加することでその障壁がなくなり、リレー人材とし
ての確かな一歩を踏み出せていることもわかると思います。
知的財産に対して苦手意識をもっている支援機関の皆様にも是非本ガイ
ドブックを読んでいただき、知財支援に向けてはじめの一歩踏み出すための
きっかけとなれば幸いです。また、令和６年度に当局が作成したガイドブック
「支援先の課題の見つけ方 リレー人材になるためのヒント」もあわせて手に
取っていただくと、企業支援における知財の観点をより深く理解していただける
と思います。

令和８年３月
関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
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第１章
実践例を通じて見えてきたもの

～リレー人材としてアクションすることの効能～

リレー人材とは何か？

関東経済産業局では、支援機関同
士の連携を通じて支援を展開してい
ける人材を「リレー人材」という言葉
で定義し、その育成・拡充に取り組ん
できました。
支援機関の皆様が扱っている事業

課題の中に、実は知財課題が潜んで
いることがあります。

そのため、適宜知財専門家等にも
連携（リレー）しながら事業課題の解
決に取り組んでいく必要があり、関
東経済産業局では支援機関の皆様
が知財課題にも気付く感覚を身につ
けるためのプログラムを提供してき
ました。

支援機関が扱う事業課題に潜む知財課題にも注目してリレーを
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支援機関でバトンをパスして事業者の課題解決に取り組む

INPIT

弁理士
会

（地域
会）

関東
経済
産業局知財

知財課題を見つけてリレーする

リレー人材に
着目する背景

支援先の
知財課題の
見つけ方

これらの詳細については、関東経済
産業局が公開するガイドブック「支援
先の課題の見つけ方 リレー人材に
なるためのヒント」をご覧ください。

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/shien_guidebook.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/shien_guidebook.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/shien_guidebook.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/shien_guidebook.html
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リレー人材にとっての知的財産の見方

経済産業省WEBサイト『知的資産・知的資産経営とは』を基に作図

無形資産
借地権、電話加入権 等

知的資産
人的資産、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク、技能 等

知的財産
ブランド、営業秘密、ノウハウ 等

知的財産権
特許権、実用新案権、著作権 等

（広義の）

知的財産
＝

自社の強み

ここで、「知的財産」と聞いて、特許
権のことを思い浮かべることも多い
と思います。もちろん特許権は知的
財産を代表する一種ではありますが、
実は知的財産については、もっと広
い概念で捉えられます。
一言で表現すると、その企業の強

みを知的財産として捉えることがで
きます（そのうち、技術的な強みが権
利になれば、特許権になります）。
「知的財産＝自社の強み」と捉える

と、皆様の支援先にも多くの知的財
産があるのではないでしょうか。

知的財産は無形資産の一種である
ので、例えばその企業が培ってきた
独自の技術やノウハウ、ブランド、顧
客との信頼関係の築き方などの知見
も大切な無形資産であり知的財産で
す。是非このような広い目線で企業
のことを見ていただき、その強み（知
的財産）をどのように活かすか、どの
ように守るか、という話題へとつな
げていただきたいです。

知的財産を「自社の強み」と捉える
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理解の深化⇒対話拡充⇒連携支援へ発展
その先にあるのは企業の成長

支援機関職員がリレー人材として
アクションすることのメリットとして、
支援先企業に関する「事業理解が深
まる」「強み・特徴に気付きやすくな
る」「知財課題にも気付けるようにな
る」という点があることがわかってき
ました。また、事業理解や社長の思い
を深く理解することにより支援先と
の対話の引き出しが増え、知的財産
を含めた多様な課題への支援を提案
できるようになり、その結果INPIT
知財総合支援窓口等の知財支援機
関との連携に発展する例も創出され

ています。つまり、リレー人材として
アクションすることは、その企業が成
長することに対して貢献することに
つながるのです。
次の頁に支援機関から寄せられて

いる声の一部を掲載するとともに、
本書の第２章、３章ではインタビュー
形式でまとめた支援機関の声を紹介
します。
※ここで言う「支援機関」とは、金融機関や商工会、
商工会議所、よろず支援拠点、自治体等を指してい
ます。

企業

事業

強み

課題

支援機関

知財視点での対話

事業理解が深まる

強み・特徴に気付きやすく
なる

知財の課題にも気付ける

対話の引き出しが
増える

知財を含めた多様な課題への
支援を提案できるようになる

企業の成長に
向けた
連携支援

リレー人材として活躍することで生まれる好循環
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企業の成長に向けてリレー人材としてアクションすることによって
支援機関が感じたメリット
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知財視点での対話を重ねることで、
事業理解の深化や信頼関係の構築
へとつなげることができた。

「企業の強みには多くの知的財産が
関係している」ということがわかっ
た。

お客様の知財課題らしきものに気
付ける感覚を養うことができた。

対話の手法や幅に広がりが生まれ
た。知財支援機関へ接続するため
の前裁きもできるようになった。

勇気を出して知的財産の話題を出
してみたところ、新たな相談ニーズ
があることがわかり、INPIT知財
総合支援窓口との連携に発展した。

リレー人材としてアクションすることのメリット例
（支援機関の声を一部抜粋したもの）

連携支援へ発展したことに
よって、お客様が新製品開
発について抱えていた課
題を解決し、成長へと進む
ことができた。
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浜松商工会議所：INPITとの連携が当たり前に

－プログラムに参加してから一年が
経過しましたが、変化はありました
か？
INPIT静岡県知財総合支援窓口と

連携する機会が増えました。当所の
場合、同じビルの中にINPITも入居
しているのですが、参加前と比べる
と連携数が格段に増えています。

－それは素晴らしい成果ですね。ど
のような内容で連携していますか？
最近だと商標やノウハウの話があ

りました。自社ブランドで事業をして
いこうとする相談者に商標のことを
説明したうえでINPITを紹介した例
があります。また、自社で考えたノウ
ハウの守り方で悩んでいる相談者が
いたので、営業秘密や契約等の観点
でINPITと連携しました。

－セミナーでの学びを存分に活かし
ていただいているのですね。
知的財産について、知らないことが

結構あったので素晴らしい気づきに
なりました。また、セミナーの中で
INPITの方を直接紹介してもらった
のだけでなく、支援してもらえるイ
メージもわいたので連携もしやすく
なりました。

－連携先であるINPITにはどのよ
うな印象を持っていますか？
頼りになる存在ですね。INPITは

常に無料で相談を受け付けてくれる
ので、相談者から見ても頼りやすい
支援機関です。また、紹介してくれる
専門家の豊富さにも驚きました。細
かな条件を相談しても、その条件に
あった専門家を紹介してくれるので
助かります。支援先からも、INPITに
相談することで課題解決のゴールが
見えたとの声をもらっています。

－最後にこれから知財視点を学ぼう
とする支援機関に対してのメッセー
ジをお願いします。
企業の強みは知的財産である、と

いう感覚を持ってほしいと思います。
好調な企業は概して自社の強みを明
確に言えることが多いと思います。
その強みの根底にあるのは知的財産
です。中小企業が生き残っていくに
は強みを活かすしかなく、そうなると
支援機関側が知的財産の視点を持っ
て対話し、相談者へ知的財産の気づ
きを与えることが重要だと思います。

浜松商工会議所は令和６年度、関東経済産
業局のプログラムに参加し、14名の経営指
導員が３回のワークショップを通じて知財ア
ンテナを獲得。

ワークショップの成果

Case 2-1



巣鴨信用金庫：知財視点の対話が当たり前の活動に
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Case 2-2

－プログラムへの参加前後で、ご自
身として変化を感じられましたか？
漠然とした観点でお客様と対話を

するのではなく、知的財産という物
差しを思い浮かべながら対話をする
ことの有用性を実感できたと感じて
います。

－具体的な行動としても変化はあり
ましたか？
お客様を訪問する前に、これまで以

上に調査を重視するようになりまし
たね。そのお客様のことはもちろん
ですが、お客様の業界に関する知財
情報を調べることにもチャレンジし
ています。もしかするとお客様にとっ
ては既知の情報かもしれませんが、
その情報提供がきっかけで次の話に
発展する、という経験を何度もしまし
た。知財情報を調べて対話すること
で、「この人なら何か良い提案をして
くれるかもしれない」という期待を寄
せてもらえることが多くなったこと
を実感しています。

－それは素晴らしいですね。他にも
行動変化はありましたか？
今では自分では行動変化と思わな

いほど自然に実施していることなの
ですが、営業日報に知財視点での気
づきをメモするようにしています。権
利の有無はもちろんですが、その知
的財産がお客様の価値として機能し
ているかどうかという見方も大切に
しています。

知財視点での対話をしたお客様に
対しては、INPIT知財総合支援窓口
を紹介することもあります。
また、知財支援を要するかもしれな

いと感じたお客様については、当庫
の本部へと情報連携して検討するこ
ともしています。

－ところで、昨年のプログラムで対
話をしたお客様は、その後変化はあ
りましたか？
個人的な印象ですが、知財視点を

交えて対話を重ねることで、お客様
もご自身の強みに自信を持ってくだ
さるようになった気がします。営業
店職員として、とても嬉しく感じてお
ります。

－最後にこれから知財視点を学ぼう
とする支援機関に対してのメッセー
ジをお願いします。
お客様に対して提案したいゴール

イメージ等は皆さまそれぞれ持って
いると思います。知的財産は、そこへ
到達するための一助になるツールだ
と感じています。このような捉え方を
すれば、知的財産が面白く見えてき
ますし、お客様との関係も強いもの
になるはずです。

巣鴨信用金庫は、関東経済産業局「令和6
年度地域支援機関向け知財活用実践定着プ
ログラム」に参加。取引先２社を対象として、
知財視点を取り入れた対話を実施。

ワークに取り組む様子

※本事例は、令和6年度にプログラムへ参加した巣鴨信用金庫
の職員に対してインタビューした内容に基づいています。
（Case3-5とは別の職員の事例です）
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memo
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お客様と対話をする際の引き出しが増えた
今後は組織的な活動へと発展させていく

Case 3-1

－本事業へ参加する前に、知的財産
について何か活動をされていました
か？
今回は本部から声をかけて、当組

合の営業店から参加者を募りました
が、これまで知的財産の話題には触
れていない職員がほとんどでした。

－そうなると、職員の皆様にとって
はハードルが高かったですか？
正直に申し上げると、すべての職員

が完全に知的財産の知識を習得でき
たかというと、そこまでには至ってい
ないと思います。しかし、少なくとも
お客様の知財課題らしきものに気が
付ける感覚を獲得できたと思います。
「お客様からこのようなキーワードが
出てきたら、この知的財産に関連す
る話題へと広げられる」というような、
対話の引き出しは確実に増えました。
職員の自信にもつながっています。

－知財支援リレー人材の入口には到
達できたということですね。
そうですね。今回、特にグループ

ワーク形式で、具体的な事例をもと
に知財課題を考える経験をできたこ
とがよかったと思います。多くの職
員が知的財産を身近に感じることが
できました。
知的財産に対して、まだハードルを

感じている職員もいますが、プログ
ラムの満足度は高かったです。

－ところで、今回の取組を今後どの
ように活かしていこうと考えていま
すか？
お客様から、知的財産についても

提案をしてくれる金融機関という認
識と評価を得られるようにしていき
たいと思っています。

－組織的な活動へと発展させていき
たいということですね。
はい。継続的に営業店職員向けの

取組をしていかなければならないで
すし、場合によってはお客様と一緒
に知財勉強会を開催するのもよいと
思っています。また、本部側の知財意
識も一層高める必要があり、そのよ
うな企画もしていければよいと思っ
ています。

山梨県民信用組合

グループワークの成果物
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リレー人材として走り始めた支援機関職員の体験談

INPIT知財総合支援窓口との連携事例を創出
知財課題を見つけて提案できる体制へ

－これまで知的財産についてはどの
ような取組をしていましたか？
お取引先は中小企業が中心という

こともあり、体系的に知的財産のこ
とを学びきれていませんでした。

－今回実施したセミナーとワーク
ショップはいかがでしたか？
特に若手職員にとっては良い経験

になったと捉えています。座学だけ
でなく、ワークショップ形式が多く盛
り込まれていたので、自分事として
捉えることができました。中堅やベテ
ラン職員向けには、もう一歩踏み込
んだ内容で実施してみたいです。

－職員の皆様は、知財支援リレー人
材として活動できそうでしょうか？
実は、今回のプログラム後に、実際

にINPIT長野県知財総合支援窓口
と連携した支援へと発展させてくれ
た職員がいます。あるお取引先が知
的財産に関心を有していることは以
前より把握していたのですが、その
職員は自信がなくて知的財産の話題
を出すことができていなかったよう
です。しかし、今回のプログラムで勘
所を掴むことができ、勇気を出して
話題を出してみたところ、新たな相
談ニーズがあることがわかり 、
INPIT長野県知財総合支援窓口と
の連携につながりました。

－それは素晴らしい成果ですね。企
業様の反応はどうでしたか？
感謝のお言葉をいただけました。製

造業のお客様なのですが、知的財産

の話が契機となり、INPITでの支援
につながって、結果として新製品開
発に関する課題が解決の方向へ進ん
でいます。 INPITの連携先ネット
ワークの広さには驚くばかりですが、
助言を受けて協業先の検討・確保に
も進みそうで、現在、大学の教授と具
体的な話をしています。継続的にご
支援を続けているところですが、担
当した職員も知的財産の話がきっか
けになって、ここまで話が進んだこと
に喜びと驚きを感じているようです。

－今後の組織展開という目線では何
か考えていますか？
まず、企業価値担保権の話が気に

なっています。これを本格的に進め
ていく場合には、知的財産も含めた
無形資産の評価やモニタリングが重
要になるからです。
また、お取引先の多くを占める中小

企業・小規模事業者の場合、潜在的
な知財課題も多くあるだろうと改め
て感じています。おせっかいでも、そ
のような課題を当庫が起点となって
見つけ、ご提案をすることによって
さらに信頼を高めていきたいと思っ
ています。そのために、継続的に職員
向けの研修等も実施していきたいで
すし、INPIT長野県知財総合支援窓
口との連携支援もさらに強化してい
きたいと考えています。

長野信用金庫

グループワークの成果物

Case 3-2



リレー人材として走り始めた支援機関職員の体験談

14

知的財産のハードルが下がり、対話へ活かす活動へ進展
対話力向上のツールとして知的財産を活用

－今回参加する前に、知的財産をど
のように捉えていましたか？
知的財産＝権利、というイメージを

持っていました。そのため、特定の企
業にしか関係なく、どちらかというと
ハードルの高い印象でした。

－実際に参加してみて、ハードルは
低くなりましたか？
まず、知的財産＝権利という話だ

けでなく、多くの企業に関係し得る
身近なものだという印象に変わりま
した。ワークショップでお客様に対し
て知財の観点を含めてどう対話をす
るか検討したことや、それに対して
INPITからアドバイスをいただいた
ことで、多くの職員が知的財産を自
分事にできたと思います。

－知財支援リレー人材としての活躍
をできそうでしょうか？
受講後に、実際にお客様との対話

で知的財産を意識するようになった
職員が増えました。例えば、飲食店の
お客様と対話する際に知財視点で対
話をしたところ、商標権を取得して
いるという話を知った例もありまし
た。当該職員によれば、製造業でなく
ても知的財産を事業へ活用し得る例
が多くあるとの印象をもったとのこ
とです。また、製造業のお客様と対話
する際に、これまではあまり深く踏み
込めていなかった技術や特許の話ま
で広げて対話できるようになったと
いう職員もいました。職員間でも知
的財産の情報を浸透する動きも出て
おり、職員同士の話の中で知的財産

が関係しそうなものがあれば、
INPITの紹介をするようになりまし
た。

－実際のアクションへ移せていて素
晴らしいですね。今後の展望を教え
ていただけますか？
今回受講した職員に、知的財産のア

ンテナがしっかりと根付くことが優
先課題だと思っています。そのため
には、継続して知財セミナーの受講
等を図っていきたいですね。

－その後に組織内で広く浸透をさせ
ていくことも視野に入っているので
しょうか？
そうですね。今回の受講者が先陣

を切って知財活動をできるようにな
ることが重要ですが、その後に組織
内での展開を図っていきたいと思っ
ています。当組合では「対話力の向
上」をテーマに掲げているので、そこ
との相乗効果も見出せるとよいと感
じています。また、これらの活動と並
行して、INPIT知財総合支援窓口や
関係機関と連携してお客様へのご支
援を展開する仕組みも強化していき
たいと考えています。

ぐんまみらい信用組合

グループワークの様子

Case 3-3
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知的財産を活用した職員の「前捌き」力向上と
外部機関との連携推進

－これまで知的財産に関してどのよ
うな関わりがありましたか？
これまで、知的財産に関するご相談

があった際には、外部機関におつな
ぎする形で対応していました。当庫
の職員自身は知的財産に関する知識
や経験がほとんどなく、自ら知的財
産に関する課題を掘り起こすのは難
しい状況でした。今回のプログラムへ
の参加は、関東経済産業局からのご
案内を受け、知的財産に対する意識
を営業店にも浸透させることを目的
としていました。

－セミナーに参加した職員からはど
のような声がありましたか？
セミナー後、参加職員に個別に感想

を聞いたところ、前向きな意見が多
く寄せられました。セミナー資料に具
体的な事例が盛り込まれていたため、
非常に分かりやすく、実務にも活か
せる内容だったとの評価もありまし
た。支店に戻った後に勉強会を開催
した職員もおり、知識の共有や実践
に積極的に取り組む姿勢が見られま
した。

－職員の行動や意識にどのような変
化が見られますか？
セミナーを通じて、職員の知的財産

に対する見方や捉え方が変化し、知
的財産に関する「引き出し」が増えた
ことで、お客様との会話の幅が広が
りました。実際に、セミナーを受けた
ことで、職員自身がお客様と知的財
産について会話できるようになった
という声がありました。

セミナーで学んだ内容をお客様に
フィードバックするなど、能動的な行
動も見られます。

－これから組織内でどのように展開
していくことを考えていますか？
職員自身がお客様へのヒアリング

で知的財産に関係しそうなところを
聞き出し外部機関につなぐ、「前捌
き」ができるようになったことは大き
な進歩であると考えています。まだ
具体的なことは決まっていませんが、
今後、今回のセミナーで得た知識を
他の職員にも波及させるため、関東
経済産業局のガイドブックの掲示や
知財視点でのOJTなどを検討してい
きます。また、将来的には、伴走支援
型の活動への展開も視野に入れ、よ
り実践的な知財支援に取り組んでい
きたいと考えています。知的財産の
活用は企業によってニーズが異なり
ますが、職員のプレゼンス向上や顧
客支援の幅を広げる観点から、どの
ように金庫全体へ広げていくかは引
き続き検討していきます。

埼玉縣信用金庫

グループワークの成果物

Case 3-4
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知財視点の活動が点から線・面へと発展
誰もが取り組める仕組み作りへ

－今回のプログラム前後で、知的財
産の印象は変化しましたか？
私自身、知的財産の視点を活用す

るような取組は、初めての挑戦でし
た。そのため、難しそうという印象を
持っていたのですが、見方が変わり
ました。

－見方が変わったポイントはどこ
だったのでしょうか？
セミナーの一環で実施したワーク

ショップです。一見、特許や商標等の
直接的な知財用語が登場しない仮想
事例の中から知財課題を探す体験を
できたのが大きいですね。これまで
自分の営業活動の中で、知的財産の
話題を出せていなかった場面があっ
たと感じました。

－一緒に参加した職員の皆様にも変
化は見られますか？
実際に複数のお客様に対して、知

財的な観点を含めた対話をし始めて
いるようです。今回の経験が”点”だ
とすると、それが”線”や”面”として
広がっているように感じています。
また、お客様のことを事前に調査す

る際にも、深みが出てきました。これ
までも事前調査は当然実施していま
したが、その調査内容を「知財的に何
かないだろうか？」という目線で見
るようになった職員もいます。

－素晴らしい成果ですね。貴庫は今
回実際にお客様との対話にもチャレ
ンジされましたが、反応はどうでし
たか？

商標登録について、最初はそれほ
ど気にしていない様子でしたが、今
回の対話を通じてその必要性を感じ
てくださったお客様がいました。知
財面から多くの気づきを感じ取って
くださったようで、とても嬉しく思っ
ています。実際のアクションへ移行す
る際には、引き続きサポートさせて
いただきたいと思います。

－組織という目線でお考えのことは
ありますか？
知的財産を切り口とした活動を進

めていく中で、お客様にも認めてい
ただけるポジションを確保していき
たいですね。
そのためには、当庫の誰もが知財

視点を持って取り組める仕組み作り
が必要だと思っています。誰もが知
財視点を持って、お客様との対話を
通じて「見る・聞く・気づく」という活
動をできるようにし、最終的にはお
客様へのご提案につなげていくよう
なスキームにすることが理想です。フ
レームワーク化するイメージに近い
かもしれません。
知財視点での対話に不安を持って

いる職員もいるかもしれないので、
各営業店で勉強会を開催していくの
もよいと考えています。

巣鴨信用金庫

セミナーを受講する様子

Case 3-5

※本事例は、令和7年度にプログラムへ参加した巣鴨信用金庫
の職員に対してインタビューした内容に基づいています。
（Case2-2とは別の職員の事例です）
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プログラム後に知財支援へと発展
よろず連携大賞・最優秀賞も受賞して組織としてのプレゼンス向上へ

Case 3-6

－県内の商工会・商工会議所の皆様
は、知的財産に対して当初どのよう
な印象を持っていましたか？
関心や知識のある経営指導員等も

いれば、少し遠い存在のように捉え
ていた方もいたかもしれません。

－今回参加したことで変化はありま
したか？
「受講してよかった」という声が多

くありました。プログラムで、商工会・
商工会議所の相談者に近い例を多く
取り上げてもらえたので、参加者が
自分事として捉えられたようです。

－その後具体的なアクションにつな
がった例があれば教えてください。
ワークショップで知財専門家から提

供されたアドバイスをもとに、実際の
相談者に対する知財支援を提案した
例が複数あります。INPIT茨城県知
財総合支援窓口との連携支援にもつ
ながっています。具体的には、他者へ
の権利侵害に関するリスクを話題に
したり、相談者が独自性を有してい
る部分について権利化に関する話題
を出したりしました。商工会・商工会
議所がはじめにこのような話題を出
さなかったら、もしかしたらその相談
者は知財リスクを抱えたままだった
かもません。知らず知らずのうちに
知財リスクを抱えている小規模事業
者は多く存在すると思われますので、
今回の提案は非常に有意義な活動を
であったと実感しています。

－活動の幅も広がって、組織として
のプレゼンスも高まりそうですね。

はい、実は今回の取組が理由の一
つにもなって、担当した職員が令和7
年度茨城県よろず支援拠点・地域支
援機関連携フォーラムで「よろず連携
大賞・最優秀賞」を受賞することがで
きました。組織のプレゼンス向上にも
つながりますし、これからますます知
財支援の輪も広げていければと思っ
ています。

－素晴らしいですね、おめでとうご
ざいます。組織展開も加速しそうで
すね。
小規模企業振興基本計画（第Ⅲ期）

で知的財産等に関する経営者のリテ
ラシー向上が重点施策として掲げら
れました。商工会・商工会議所として、
これに貢献していかなければならな
いと考えています。そのためには、今
回のプログラムで築いた基盤をさら
に強くしていく必要があります。今後
は両連合会が地域の商工会・商工会
議所と連携しながら支援を行う中で、
知財の視点を商工会・商工会議所に
も共有しながら、小規模事業者の知
財活用を促進していきたいと考えて
います。そして、茨城県内の商工会・
商工会議所が知財の観点も含めた支
援を展開できるようになることで、
小規模事業者の成長に貢献していき
たいです。

茨城県商工会連合会・茨城県商工会議所連合会

ワークに取り組む様子
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知財視点も含めた支援活動を実践
今後は市内の支援機関の輪を広げ、連携体制の強化へ

－プログラム参加前は、知的財産に
どのようなイメージを持っていまし
たか？
相模原市は製造業が多いこともあ

り、特に研究開発型の中小企業であ
れば特許は関係するだろう、という
印象を持っていました。

－今回参加したことで変化はありま
したか？
知的財産の捉え方が広がりました。

研究開発型でなくても、その企業が
培ってきたノウハウなども知的財産
として意識するようになりました。営
業秘密管理の目線を持つようになっ
たと思います。

－是非支援活動で活かしていただけ
ると嬉しいです。
職員の中には、早速プログラムで学

んだ知識を活かしている者もいます。
例えば、展示会を控えた支援先に対
して、営業秘密管理の観点で出すべ
き情報と秘匿すべき情報の線引き等
について情報提供した者がいます。
この例では、支援先から「そのような
リスクには気付いていなかった、助
かった」という言葉をもらえています。

－すぐに実践に移す行動力が素晴ら
しいですね。他にも支援活動に知財
視点を取り入れた例はありますか？
支援先との面談前にJ-PlatPatで

知財情報を見る活動を始めた者もい
ます。多くの職員が「知財視点で考え
るようになったことで、支援先のリス
クに対する感度が高まった」「知的財

産は特別なものではなく、どのよう
な企業でも活かすべきものだ」「企業
が持っている独自技術やノウハウは
知的財産だ」という感覚を共通して
持てるようになったと思います。

－このまま知財意識が浸透すること
を願っていますが、今後の構想をど
のように考えていますか？
知財課題に気付いていない事業者

が多いと思うので、こちらからその
課題を見つけて、うまくリレーするこ
とによって事業者から「相談してよ
かった」と思ってもらえる機会を増や
したいです。
今回は、相模原市と相模原市産業

振興財団が市内の支援機関のハブ機
能的な役割を担う形で、他に相模原
商工会議所やさがみはら産業創造セ
ンター等が集う体制でプログラムに
参加しましたが、この輪を広げてい
きたいですね。今回のプログラムで
知的財産があらゆる業種や規模の企
業に関係するものだとわかりました。
今回の体制の中でもその意識をさら
に浸透していくことで、市内の事業
者の支援を強化していきたいですし、
金融機関等を含めてさらに連携体制
を広げていきたいと思っています。

相模原市産業振興財団・相模原市

グループで意見交換を行う様子

Case 3-7



参考 INPIT知財総合支援窓口の紹介

INPIT知財総合支援窓口

本事例集の中で、何度か「INPIT知
財総合支援窓口と連携した」という
事例がありました。
支援機関の皆様が知財課題に気付

いた場合、皆様自身がその課題解決
を全て手掛けなければならないとい
うことではありません。ここで連携し
て支援を行う先として、INPIT知財
総合支援窓口が強力なパートナーに
なります。
INPIT知財総合支援窓口は中小企

業等の知財活用を支援する公的機関
であって、全都道府県に設置されて
います。相談は無料で、事業者を訪
問して支援することも可能です。

既に全国的には金融機関や商工
会・商工会議所等の支援機関と連携
した支援が展開されていますが、是
非皆様の強力なリレー先としてご認
識ください。
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https://chizai-portal.inpit.go.jp/

INPIT知財総合支援窓口の情報はコチラから

⚫ お近くのINPIT知財総合支援窓口の情報
⚫ 支援事例
⚫ よくあるご相談
⚫ パンフレット ／等
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令和７年度地域支援機関向け知財支援リレー人材育成プログラム

支援先の課題の解決へ リレー人材として活躍するためのヒント
支援機関による実践例

（事業実施主体）
関東経済産業局地域経済部産業技術革新課知的財産室

（事業請負先）
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24

